
刈谷市オープンデータ利用規約 

 

 刈谷市オープンデータ利用規約（以下「本規約」という。）は、本市が提供するオ

ープンデータ（以下「データ」という。）の利用について定めたものです。 

 データを利用する際は、本規約に従っていただくようお願いします。 

 

１ 本規約について 

 （１）データの利用者（以下「利用者」という。）は、データの利用をもって本規

約の内容を承諾したものとみなします。 

 （２）本規約の内容は、事前の告知なしに変更することがありますので、データ

の利用に際しては、本市ホームページで最新の本規約の内容を確認してくだ

さい。 

２ 適用範囲 

 本規約は、刈谷市オープンデータサイト（以下「本サイト」という。）に掲載さ

れているデータに適用されます。 

３ データについて 

 （１）データの著作権は、特に記載のあるものを除き、クリエイティブ・コモン

ズ・ライセンス表示４．０国際のもとでライセンスされています。 

 （２）データを利用するときは、次のようにクレジットを表記してください。 

   ア ライセンスされている著作物を改変せずにそのまま複製して利用する際

の表記 

     【データ名】、刈谷市、クリエイティブ・コモンズ・ライセンス表示４．

０国際（https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ja） 

   イ ライセンスされている著作物を改変して利用する際の表記 

     このデータは、以下の著作物を改変して利用しています。 

     【データ名】、刈谷市、クリエイティブ・コモンズ・ライセンス表示４．

０国際（https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ja） 

   なお、上記ア及びイ中「【データ名】」は利用者が記載し、「（https://creati

vecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ja）」は「クリエイティブ・コモン

ズ・ライセンス表示４．０国際」にハイパーリンクを貼る方法に代えることが
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できます。 

 （３）データの利用に係る本市の承諾及び利用料の負担は、不要です。 

 （４）データの内容は、本サイトへの掲載時点のものであり、事前の告知なしに

名称、内容等の改変、削除又は掲載の停止を行うことがあります。 

 （５）利用者は、データの内容に誤りを発見した場合は、本サイトの問い合わせ

先までお知らせください。 

４ 免責事項について 

 （１）本市は、データの内容の完全性、正確性、有用性、安全性等について、い

かなる保証も行いませんので、利用者の責任において利用してください。 

 （２）データを利用したこと、データを利用できなかったこと並びにデータに含

まれる情報に基づいて利用者がした判断及び行動により、いかなる結果又は

損害が発生した場合においても、本市は、一切責任を負いません。 

 （３）次に掲げる事項に起因又は関連して利用者に生じた全ての苦情、請求等に

ついては、利用者自身の費用と責任で解決するものとし、本市は、一切責任

を負いません。 

   ア データの利用 

   イ 本規約違反 

５ 本市への補償 

  前項第３号イに掲げる事項に起因又は関連して生じた全ての苦情、請求等の対

応により本市に費用が発生（賠償金の支払を含む。）した場合には、利用者は、当

該費用を本市へ補償するものとします。 

６ 本規約違反等を発見した場合の対応 

  本規約に違反するような行為等を発見された場合は、本サイトの問い合わせ先

までご連絡ください。 

７ 準拠法、合意管轄等 

 （１）本規約は、日本法に従って解釈及び適用されるものとします。 

 （２）本市と利用者との間で、データの利用又は本規約に関して紛争が生じた場

合には、相互が満足できる解決を図るため誠実に対応することとします。 

 （３）前号の対応によって解決がなされず、司法的判断を求める場合は、名古屋

地方裁判所を第１審の専属管轄裁判所とします。 



８ その他 

  利用上の手続、問い合わせ等は、日本語で行うこととします。 
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